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技能者様にとってCCUSを上手に活用するには
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◆職種について
職種は本当に「普通作業員」でいいですか？
現在、CCUに登録されている職種で最も多いのが「普通作業員」
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技能者様にとってCCUSを上手に活用するには

◆職種について
現状、「普通作業員」を評価するのは
PC/基礎工/発破・破砕の３つの職種だけとなっている
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◆能力評価の仕組み
建設技能者の処遇改善のために！

◆対象者
CCUS登録の建設技能者
※技能者登録は詳細型で登録すること
※１人親方の方が能力評価の申請を 行うためには、技能者登録に加えて、CCUSの事業者登録を
行っ ていただく必要がある。

◆申請者
所属事業者が能力評価実施団体に対して申請を行う。
詳しくは各能力評価実施団体のHPをご確認ください。

◆能力評価の対象となる職種選定
申請者の建設キャリアアップシステムの登録職種（大分類コ ード及び小分類コード）について、
能力評価実施団体及び能力評価基準が策定されている ことが必要。

◆申込
各能力評価実施団体に対して申込。

◆評価
職種ごとの能力評価実施団体が実施。
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◆能力評価の仕組み
能力評価の申請方法

◆要件
能力評価の実施に当たって評価する項目は建設キャリアアップシステムに蓄積・登録
①就業日数
CCUSに蓄積された就業日数
※就業日数は、申請する対象職種に対応する職種コー ド（大分類及び小分類）ごとに評価を行う。
※経過的な措置として、CCUS利用開始前の就業日数を対象とする ことが可
この経過的な措置は、令和６年３月３１日までの特例
具体的な経歴証明の方法等については、各能力評価実施団体における定めによるので、
それぞれの能力評価実施団体の規定を確認

②保有資格
③職長・班長としての経験日数

◆申請に必要な書類
①ＣＣＵＳ技能者登録画面の写し
② 能力評価申請書兼キャリアアップカード交付申請書（注）
③ 振込時の明細 （※振込時の領収書等を添付）
④ 経歴証明書 （※経歴証明の特例を活用する場合のみ）
⑤ 個人情報利用同意書
※申請書類や様式は職種によって異なる場合があります。（各能力評価実施団体のHPをご確認ください）
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◆今後のスケジュール
キャリアリンク運用と能力評価

令和5年
2月～4月

ｷｬﾘｱﾘﾝｸ
Excelに
職種登録

令和6年
3月31日

ｷｬﾘｱﾘﾝｸ
入退場開始

CCUSに蓄積される

「就業日数」「職長・班
長としての就業日数」
のみで評価を行う

経歴証明に関する経過的な措置は
令和６年３月３１日までに行う申請について

適用されます。

これまでの
作業員名簿
の「職種」
と「立場」

・CCUS登録「職種」は
「能力評価実施団体」及び「能力評価基準」が
策定されていることが必要
・「職長」は職長教育（労働安全衛生法第60条）を修了

職
種
と
立
場

能
力
評
価

申
請

時
期
と
作
業

今

経過的な措置
期限
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技能者様にとってCCUSを上手に活用するには

◆今後のスケジュール
経歴証明について（経過措置の期限に注意）
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令和６年3/31までの経過措置

令和６年3/31までの経過措置
に間に合わない例
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◆能力評価の申請をするには
具体例：「普通作業員」としてCCUSに登録しており、実際は土工など

別の職種に就いているものは具体的にどうすればよいのか？

キャリアリンクへの登録で行うこと

①評価される職種を選び登録しましょう。
今後、蓄積する就業日数で評価される職種にしておくことが
レベルアップ（カードの色を変える）ためには有効です。
※本資料P.9～18をご参照ください。

②職長教育（労働安全衛生法第60条）、または職長・安全衛生責任者教育
（労働安全衛生法第16 条及び第60条）を修了したら、職長として登録し、
就業日数を蓄積しましょう。
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◆能力評価の申請をするには
具体例：「普通作業員」としてCCUSに登録しており、実際は「土工」など
別の職種に就いているものは具体的にどうすればよいのか？

CCUSへの事業者・技能者登録で行うこと

①詳細型の登録をしましょう。
簡略型登録の方は、詳細型の登録に変えましょう。

②一人親方は事業者登録をしましょう。（下記のどちらか）
・方法１：一人親方として事業者登録
・方法２：技能者情報の変更申請で従たる事業者を追加

「技能者情報登録申請書」の手引のP16の5-（2）に追加
（技能者IDで建設キャリアアップシステムにログイン）

③技能者情報の変更申請で大分類「特殊作業員」、
小分類「特殊作業員」、または「土工」の職種を追加登録しましょう。
※追加を申請後２～３日で反映します。その後能力評価の
申請を行ってください。
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◆能力評価で評価される職種を選択する（※今後対象を拡充する予定）
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次ページ以降の資料から
評価される「職種」を

探しましょう
詳細はこちらです。
URL:https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/nou
ryokuhyouka_otoiawase.html
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◆能力評価で評価される職種を選択する（※今後対象を拡充する予定）
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◆能力評価で評価される職種を選択する（※今後対象を拡充する予定）
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◆能力評価で評価される職種を選択する（※今後対象を拡充する予定）
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◆能力評価で評価される職種を選択する（※今後対象を拡充する予定）
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◆能力評価で評価される職種を選択する（※今後対象を拡充する予定）
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◆能力評価で評価される職種を選択する（※今後対象を拡充する予定）
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◆能力評価で評価される職種を選択する（※今後対象を拡充する予定）
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◆能力評価で評価される職種を選択する（※今後対象を拡充する予定）
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◆能力評価で評価される職種を選択する（※今後対象を拡充する予定）
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◆能力評価で評価される職種を選択する（※今後対象を拡充する予定）


